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旧庄内文化センター駐車場管理運営事業予定者の 

公募型プロポーザル方式による選定に係る実施要領 

 

１．目的 

   豊中市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、旧庄内文化センター駐車場（以

下「駐車場」）について、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の 4第 7項の規

定に基づき、民間事業者に土地の使用を許可し、その専門的な技術・手法・経験を活用す

ることで、駐車場の維持管理の効率化を図るとともに、年間を通して休業日・休業時間

を設けず運営を行うなど、効率的な利用促進と利便性の向上を図ることを考えていま

す。 

この実施要領は、令和 8年（2026年）4月以降の管理運営業務の履行に最も適した事業予

定者を公募型プロポーザル方式により選定するため、公表するものです。 

 

２．事業概要 

  （1）業務名  

   旧庄内文化センター駐車場管理運営業務 

（2）業務内容 

   有料の時間貸駐車場として、年間を通して 24時間、管理運営する業務。 

公募型プロポーザル方式の実施要領に沿って提出した企画提案書をもとに、教育委員

会と協議のうえ、自らの資金負担により駐車場を設計、整備するとともに、運営及び維持管

理、修繕等を実施するものです。 

詳細は別添の「旧庄内文化センター駐車場管理運営業務に係る仕様書」のとおり。 

なお、対象物件の使用については、教育委員会から行政財産の使用許可を受け、使用

料を支払うものとします。 

（3）業務期間（行政財産の使用許可の期間） 

令和 8年（2026年）4月 1日～令和 9年（202７年）3月 31日 

ただし、公用・公共用としての使用の必要性や利用状況等を勘案して支障がないと市が

判断する場合は、公募の条件を変更しないことを前提として、令和 13 年（2031 年）3 月 31
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日までを限度に、1 年ごとに許可を更新することができるものとします。なお、現時点では令

和 10年（2029年）4月 1日より市が使用することを検討しています。 

（4）行政財産の最低使用料（年額）  

２,５４１,０００円（消費税及び地方消費税を含む）。使用料は最低使用料（年額）以上の額

で応募者が提案する金額をもとに教育委員会が定めます。 

（5）対象物件 

所在地（地番） 面積 

豊中市三和町 3丁目 2番 1号 350㎡ 

※（資料 1）物件地図のとおり 

 

３．担当部局等 

    豊中市教育委員会事務局社会教育課 文化財保護係  【担当】 續木・陣内 

    〒560－8501 豊中市中桜塚３丁目１番１号 第一庁舎 6階 

     電話 ０６－６８５８－２５８１（直通） 

FAX ０６－６８４６－９６４９ 

   電子メール bunkazai@city.toyonaka.osaka.jp 

 

４．参加資格要件 

   応募書類の提出期日において、次のすべての要件を満たすことを参加資格要件とします。 

（１） 過去３年間において、１か所あたり普通自動車１０台以上の時間貸駐車場を自ら管理運

営した実績を有すること。 

（２） 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号、以下「施行令」という。)第１６７条の４の規

定に該当しないこと。 

（３） 本市から豊中市入札参加停止基準 （平成７年６月１日制定）に基づく入札参加停止措

置を受けていないこと。 

（４） 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日制定）に基

づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

（５） 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）    

第６４条による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項（会社法の施行

mailto:bunkazai@city.toyonaka.osaka.jp
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に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることと

される場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 

（６） 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃

止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２項第１項の規定による和議開始前の申立

てをしていない者であること。 

（７） 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再手続開

始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、 同法第 

３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１７４条第１項の

再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった

者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件

（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第

１７２号。以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申

立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始

の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第４１条第１項の再生手続

開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた

者については、その者に係る会社更生法第１９９条第１項の更生計画の認可の決定（旧

更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。）があった場合にあって

は、更生手続き開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなか

った者とみなす。 

（９） 労働基準法(昭和２２年法律第４９号)、その他の労働関連法令に違反し官公庁から摘発

又は勧告等を受けていないこと。 

（1０） 過去３年間において、法人税または所得税並びに市町村民税、固定資産税、消費税

及び地方消費税を滞納していないこと。 
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５．日 程 

項目 期間等 

公募実施要領の公表 令和 8年（2026年）1月 26日（月）から 

参加申込書の提出 
令和 8年（2026年）1月 26日（月）から 2月 13日（金）ま

で 

現地説明会 
令和 8年（2026年）2月 9日（月） 

※時間は別途お知らせします 

質問の受付 
令和 8 年（2026 年）2 月 9 日（月）から 2 月 13 日（金）ま

で 

質問書への回答の公表 令和 8年（2026年）2月 18日（水） 

企画提案書類の提出 令和 8年（2026年）2月 27日（金）の 17時まで 

第一次審査（書類審査）の

結果通知 

※提案者が 5者を超える 

場合 

令和 8年（2026年）3月 12日（木）まで 

第二次審査（プレゼンテー

ション方式） 

令和 8年（2026年）3月 17日（火） 

※時間は別途お知らせします。 

事業予定者の決定 令和 8年（2026年）3月 26日（木）（予定） 

使用許可の申込み及び 

許可書交付 
令和 8年（2026年）4月上旬（予定） 

工事関係の協議及び施工 令和 8年（2026年）4月上旬以降（予定） 

管理運営開始 令和 8年（2026年）5月 1日（金）から（予定） 

※やむを得ない事情により変更する場合があります。なお、期間等に記載の日は、原則として土曜日、

日曜日、国民の祝日及び振替休日等を除きます。 

 

６．応募手続き等 

（1）本実施要領の公表 

   令和 8年（2026年）1月 26日（月）から、本市ホームページにおいて公表します。 
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（2）参加申込書の提出 

応募予定者は、下記のとおり、参加申込書（様式１）に所定の必要書類を添付のうえ、 

３の担当部局宛てに提出してください。作成方法については、下記③提出書類一覧を  

ご確認ください。 

① 提出方法  

直接持参または電子メール 

② 受付期間 

令和 8年（2026年）1月 26日（月）から 2月 13日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く。）  

※直接持参の場合、受付時間は、9時から 17時まで。 

③ 提出書類一覧 

 

 

 

 

 

 

  

  （3）現地説明会 

現地説明会を、令和 8 年（2026 年）2 月 9 日（月）に予定しています。参加を希望される

場合は、現地説明会参加申込書（様式５）を下記のとおり提出してください。なお、現地説

明会の時間は、別途、電話または電子メールでお知らせします。 

     ①提出方法 

直接持参または電子メール（ファイル添付） 

        ※電子メールの件名は、「【会社名】現地説明会参加申込書」と記載し、送信後、教育

委員会の担当者に電話で受信確認（9時から 17時まで）を行ってください。 

     ②受付期間 

令和 8年（2026年）1月 26日（月）から 2月 6日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く） 

      ※直接持参の場合、受付時間は、９時から１７時まで 

区分 必要書類 部数 

１ 表紙（鑑） 

 

 

参加申込書（様式１） 

履歴事項全部証明書に複数の代表者が記載されている法人

にあっては、本件応募に係る権限を有する者を代表者職氏

名欄に記入してください。 

正本１部 

 

２ 公募型プロ

ポーザル参加

資格確認票 

参加資格確認票のとおり相違ないか、再度確認し、回答を記載

すること。（様式４） 
正本１部 
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   （4）質問の受付及び回答 

      本実施要領の内容に関する質問は、質問書（様式６）を下記のとおり提出してください。 

     なお、質問の内容を考慮して、本実施要領等の内容を変更する場合があります。 

① 提出方法 

直接持参または電子メール（ファイル添付）。これら以外の方法による質問には一切 

応じることができませんので、ご注意ください。 

※直接持参の場合、受付時間は、９時から１７時まで 

② 受付期間 

令和 8年（2026年）2月 9日（月）から 2月１３日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く） 

※直接持参の場合、受付時間は、９時から１７時まで 

※電子メールの件名は、「【会社名】公募実施要領に関する質問書」と記載し、送信後、 

教育委員会の担当者に電話で受信確認（9時から 17時まで）を行ってください。 

③ 質問書に対する回答 

令和 8 年（2026 年）2 月 18 日（水）に、本市ホームページで公表します。なお、質問者 

名は公表しません。また、回答内容から質問者が特定できると思われる内容は、公表しま

せん。 

 

 （5）企画提案書類の提出 

      応募者は、企画提案書類を下記のとおり提出してください。作成方法については、下記

③作成要領をご確認ください。なお、受付期間内に提出がなかった場合は、応募を辞退し 

たものとします。 

①  提出方法 

直接持参または郵送（簡易書留または配達記録郵便に限ります） 

②  受付期間 

令和 8年（2026年）2月 27日（金）まで（土・日曜日及び祝日を除く） 

       ※直接持参の場合、受付時間は、9 時から 17 時まで。郵送の場合は 2 月 27 日（火）

の消印有効。 

③ 作成要領 
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下表 企画提案書類の一覧 のとおり作成してください。 

        副本 5 部について、応募者名及び応募者名を容易に類推できる記述（商号、実印等） 

墨消しとしたうえで提出してください。 

企画提案書類の提出後は、内容の変更や差替え、追加などを一切認めることができま

せんので、ご注意ください。 
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企画提案書類の一覧 

・企画提案書はＡ４版カラー印刷（両面印刷可）でページ数を付してください。表紙・目

次についてはページ数に含みません。 

区分 必要書類 部数 

１．表紙（鑑） 企画提案書（様式７） 正本１部 

副本 5部 

２．事業者概要 

（様式なし） 

①履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本 

※上記の書類は発行後３か月以内のものに限ります。 

②事業者の概要 

・企業理念（経営方針） 

・ＣＳＲへの取組み 

・事業経歴 

・創立（創業）年月日 

・資本金（出資総額） 

・事業内容（事業種目、取扱品目・サービス及び年間

取扱高、事業所、所在地及び従業員数、主な取引先、

時間貸駐車場の管理運営箇所数等） 

・事業実施体制 

当該駐車場の運営を行う組織体制、運営方法 

 

正本１部 

副本 5部 

３．実績報告 

（様式 2） 

【記入事項】 

過去３年間における駐車場運営の実績  

・１か所あたり普通自動車１０台以上の時間貸駐車場

を自ら管理運営した実績 

・いずれも、賃貸借契約書、管理・運営委託契約書、

行政財産使用許可書、機器のリース契約等に係る契

約書・協定書等の写しを添付すること。 

 

正本１部 

副本 5部 

４．事業計画書 

（提案内容） 

 

（様式なし） 

・１枚目のタイトルは、「旧庄内文化センター駐車場管

理運営事業計画書」としてください。 

・事業計画書の作成にあたっては、別紙１の事業計画

書提案必須項目を記載し、事業予定者の選定に係る

審査項目を十分、理解した上で、具体的な提案をす

ること。 

・事業計画書は、別紙１の項目１～３ごとにＡ４版で

４ページ以内をめやすに記載すること。 

・横書き、左綴じとする。 

 

正本１部 

副本 5部 

 

５．レイアウト図 

（様式なし） 

・レイアウト図は、大きさをＡ３版以上とし、（折り込

むようにすること。）、縮尺及び方位を記載するこ

正本１部 

副本 5部 
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・企画提案の内容は、その考え方等について、文章、表及び図等で簡潔かつ明瞭に記述し

てください。文字サイズ、本文の記載方法等は特に指定しません。 

・専門的知識を有しない者でも理解できるよう分かりやすい表現としてください。 

・提案内容は全て実現できるものとし、根拠も含めて具体的に記述してください。 

と。 

・駐車区画数を明記すること。 

・安全に走行できる車路を確保すること。 

・入口及び出口の場所を記載すること。 

・料金精算機、看板等の駐車場設備の設置場所を記載

すること。 

・電気自動車の充電設備の設置について、任意で提案

することができる。 

・駐車場法への対応を必要に応じて記載すること。 

 

６．年間収支計画書 年間収支計画書（様式８） 

・駐車場収入（年間利用台数、利用時間、単価などか

ら年間売上金額を算出） 

・設備投資のための初期投資額、年間の維持管理費等

を記載すること。 

正本１部 

副本 5部 

 

７．使用料 使用料提案書（様式９） 

・記載する使用料は年額（消費税及び地方消費税を含

む）とする。 

なお、使用許可の更新が可能な翌年も同一額とする。 

正本１部 

副本 5部 

 

８．誓約書 誓約書（様式３） 
正本１部 

副本 5部 

９．納税証明書 

（国税） 

直近 1年間の国税の納税証明書（その３の３） 

※書類提出時点で発行後３か月以内のものに限る。 

国税の納税証明書の交付請求の際は、必ず「その３の３」

を請求すること。（「その３」は不可。）なお、法人税、消費

税又は地方消費税を分納している場合は、納税証明書は

交付されないため、応募の資格を満たさなくなるので、注

意すること。 

正本１部 

副本 5部 

（市町村税） 

直近 1年間の法人市民税の納税証明書 

※豊中市に納付した直前 1 年間の納税証明書を提出す

ること。なお、豊中市に納税義務がない場合は、本店の所

在地における市区町村の納税証明書を提出すること。 

※書類提出時点で発行後３か月以内のものに限る。 

正本１部 

副本 5部 

１０．１～９を記録

した電子媒体 
CD-R又は DVD-R １枚 
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・上記書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 

・提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

・提出書類の著作権は応募者に属しますが、審査等において必要な複製を作成する場合が

あります。 

・提出された書類は、今回の審査以外で使用することは一切ありません。 

・企画提案書作成に係る費用は、応募者の負担となります。 

 

 

● 事業計画書提案必須項目 

(別紙 1)に記載 

（６）企画提案の辞退 

     企画提案書類を提出しない場合は、企画提案辞退届（様式１０）を、下記のとおり提出し、 

教育委員会から交付した関係書類をすべてご返却願います。 

①提出方法 

直接持参または郵送（簡易書留または配達記録郵便に限ります） 

③ 受付期間 

令和 8年（2026年）2月 27日（金）17時まで（土・日曜日及び祝日を除く） 

       ※直接持参の場合、受付時間は、9 時から 17 時まで。郵送の場合は 2 月 27 日（金）

の消印有効。 

       ※企画提案書類の提出後、審査を辞退する場合は、速やかに、ご来庁いただくか、お

電話で、教育委員会ご連絡願います。なお、受付期間を過ぎた後の辞退は、原則と

して認めません。ただし、辞退に至った事情等を聴取し、教育委員会が妥当と認めた

場合は、辞退を認めることがあります。 

       ※企画提案の第一次審査・第二次審査終了後は、辞退することはできません。 

 

７．事業予定者の選定方法 

（１）選定方法 

① 企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）の中から、本市職員で構成する旧庄

内文化センター駐車場管理運営事業予定者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）

において、企画提案内容や実施能力等を総合的に審査し、審査点数が高い順に事業予

定者と次点者を決定します。なお、審査の結果、審査点数が総合点数の 65％未満の場
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合は、事業予定者及び次点者としません。また審査の結果により、次点者を定めないこと

があります。なお、審査点数が同点である者が 2 者以上となった場合は使用料の提案金

額が高い順に選定し、使用料の提案金額も同額である場合は、選定委員会の決定によ

るものとします。 

② 提案者が 5 者を超える場合、第一次審査として書類審査を実施し、第二次審査の対象

者として 5 者を選定します。この場合、第一次審査の選定結果を、令和 8 年（2026 年）  

3月 12日（木）までに、提案者に対して通知します。 

 

（２）審査の実施 

①提出書類等の提案についての選定委員会を令和 8年（2026年）3 月 17日（火）に実施し

ます（時間については別途お知らせします。）。また、企画提案の説明（プレゼンテーション）

の際に使用するプロジェクターとスクリーンについては豊中市が用意いたしますが、パソコ

ンその他の機器等は提案者でご用意ください。なお、説明にあたっては、企画提案書と同

一の資料により内容のご説明をお願いします。 

②本公募実施要領において定める提出書類に対し、不足、不備等が判明した場合、教育

委員会から補足、修正等の連絡はしません。 

③企画提案書類の内容について、教育委員会から質問する場合があります。その場合は、

速やかに書面により回答をしてください。 

④当日の出席者は５名以内とし、駐車場の運営に直接関わるご担当者から提案してください。 

⑤提案時間を２０分以内、質疑応答を２０分以内とさせていただきます。 

⑥プレゼンテーションにおいて資料の追加配布は一切認めません。 

 

（３）審査内容及び審査項目 

①審査内容 

事業主体の適格性、事業計画の妥当性、条件の優位性について審査します。 

②審査項目 

     (別紙 2)に記載 
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（４）失格要件 

次の失格要件に該当すると認められる場合は、審査の上、失格となります。 

①本公募実施要領において定める資格要件を満たしていない。 

②企画提案書類の内容が、本公募実施要領において示している要件を満たしていない。 

③使用料の提案金額が最低使用料未満である。 

④企画提案書類に不備がある（軽微な場合を除く。）。 

⑤企画提案書類に虚偽の記載があることが判明した。 

⑥著しく信義に反する行為があった。 

⑦許可条件を履行することが困難と認められる。 

⑧企画提案書類の内容が、法令違反等著しく不適当である。 

⑨２案以上の企画提案があった。 

⑩審査の公平性に影響を与える行為があった。 

（５）事業予定者の決定時期及び審査結果の通知、公表 

事業予定者は、令和 8 年（2026 年）3 月 26 日（木）に決定します。審査結果はすべての提

案者に文書により通知するとともに、事業予定者について、本市ホームページで公表します。

なお、審査内容や結果に関する異議は一切、認められません。 

（６）決定後の取り消し 

次のいずれかに該当した場合は、事業予定者の決定を取り消します。 

①事業予定者の決定から使用許可書交付までの間に、資金事情の変化等により駐車場の 

運営実施の履行が確実でないと教育委員会が判断した場合 

②事業予定者が本公募実施要領において定める応募者の資格要件に適合しなくなった場

合 

③事業予定者が許可条件に違反をしている場合 

（７）事業予定者の繰り上げ 

事業予定者の決定を取り消した場合、次点者と協議のうえ、事業予定者とします。 

 

 

８．使用許可の手続き 
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事業予定者に決定された者は、速やかに教育委員会指定の様式により行政財産使用許

可申請書を提出してください。 

 

９．使用料の納入 

本要領の２．事業概要（４）の使用料は、下記の日程のとおり、教育委員会が発行する納付

書により納付することとします。また、行政財産の使用許可が更新された場合は、年度ごとに

支払うこととします。 

なお、納入期限の日が金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日を納入期限の日と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遅延利息） 

使用料を納入期限までに納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日ま

での期間について、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年

法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額

(１００円未満の端数があるとき又は当該金額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又

は当該金額を切り捨てた金額)を遅延利息として教育委員会に納入することとします。 

 

１０.情報公開 

本公募及び事務における透明性を確保するため、豊中市情報公開条例第５条に基づく開

示請求があった場合、次に掲げる事項を原則として公開します。 

① 応募者全員の商号又は名称 

使用期間 納入期限 

令和 8年(2026年)4月～令和９年 3月 令和 8年(2026年)4月 30日 

令和 9年(2027年)4月～令和 10年 3月 令和 9年(2027年)4月 30日 

令和 10年(2028年)4月～令和 11年 3月 令和 10年(2028年)4月 30日 

令和 11年(2029年)4月～令和 12年 3月 令和 11年(2029年)4月 30日 

令和 12年(2030年)4月～令和 13年 3月 令和 12年(2030年）4月 30日 
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② 事業予定者の商号又は名称 

③ 資格要件を有すると認められなかった者の商号又は名称及びその理由 

 

 

１１．リスクの分担 

駐車場運営事業において、教育委員会と事業者とのリスクの分担は下記のとおりとします。 

リスクの種類 教育委員会 事業者 

物価・金利の変動  ○ 

需要の変動  ○ 

自然災害等の不可抗力 協議 

第三者賠償  ○ 

小規模修繕（200万円以下）  ○ 

大規模修繕（事業者に責めがある場合を除く。） 協議 

法改正による契約条件の変更 協議 

サービス内容の変更 協議 

駐車場運営の変更 協議 

大規模な修繕については、利用不可（全部、一部を問わない。）を伴うような躯体

の修繕及び補修（事業者に責めがある場合を除く。）とし、協議の上行うこと。ただ

し、事業者による修繕も可能とする。 

 

１２．その他 

（１）事情により予告なく公募を取り止める場合があります。 

（２）本公募実施要領に定めるもののほか、地方自治法、同法施行令、豊中市条例、その他

関係法令等の定めるところによります。 

（３）本公募に係る提案等に対する参加報酬はありません。また、企画提案書類の作成に要し

た費用、旅費、その他参加に要した経費については、提案者の負担となります。 

 

【資料】 

・物件地図（資料１） 


